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実施項目 
(27)個別業務システムの最適化、情報セキ

ュリティ対策の実践 
〔ア 個別業務システムの最適化等〕 

 
 担当部課 
 
 （室）名 

総合政策部情報政策課 

 
１．これまでの取組状況および課題 
  各所属が情報システム調達を適正かつ効率的に準備・執行できるよう、「情報システム調

達ガイドライン」の整備や個別の相談対応等を行うとともに、調達執行に先立つ「情報シス
テム調達審査会」における事前審査を通じて調達の適正化を推進してきた。 

  情報化を取り巻く社会環境は、技術的対策だけでは十分なセキュリティの確保が困難な状
況にあることから、情報セキュリティに係る全庁的な基準と体制による対策に取り組むとと
もに、情報化を担う県職員に求められるスキルの向上に向けた啓発・研修を実施してきた。 

２．計画期間中における取組 
 (1) 基本的な考え方 

「滋賀県情報化推進指針」に基づき情報システムの調達事務を整理し、標準的な手順を
定めるとともに、各システムが適切に調達されるよう、情報システム調達審査会において
各システムの調達の方法、仕様、経費積算等を事前審査する。 
情報セキュリティ対策の実効性を確保するため、所属および情報システムを対象とする

内部監査を実施する。また、対策基準に基づく管理者の自己点検やe-ラーニング等を通じ
て、セキュリティ意識の醸成と事故発生時の実践的な対応能力の向上を図る。 

(2) 具体的な取組 
ア 「情報システム調達ガイドライン」を見直し、標準的な手順を定め、調達事務説明会
や個別の相談対応等を通じてシステム調達の適正化を促進する。 

イ システムの調達方式、調達仕様、経費積算の妥当性について「情報システム調達審査
会」において事前に審査し、必要に応じて是正等の指示を行う。 

ウ 各所属・システムにおける情報セキュリティ対策について、対策基準に基づく自己点
検による見直し・是正を促進する。また、概ね３年間の情報セキュリティ監査等実施中
期計画と年次計画を策定し、内部監査を実施する。 

エ 内部監査で明らかとなったセキュリティ対策上の懸案や課題等は、対象所属等への指
導に反映させるとともに、全庁的なセキュリティ対策にもフィードバックさせる。 

 (3) 平成27年度以降の取組の方向 
情報システムの調達最適化については、最新のシステム構築手法や調達方法の動向を踏

まえた推進が必要である。 
情報セキュリティ対策の実践については、所属等による自己点検と内部監査の実施によ

り、引き続き適切な対応の確保を図る。また、最新の技術動向を踏まえた技術的対策の検
証・見直しが必要である。 

 
３．具体的取組項目のスケジュール 
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ｱ 情報システム調達ガイド
ラインに基づく適切なシ
ステム調達の促進 

 

調達事務の整
理、手順標準
化とガイドラ
インの見直し 

ガイドライン
に基づく調達
事務の支援 
 

 
 
 

 
 
 

ｲ 情報システム調達審査会
によるシステム調達の事
前審査、是正 

審査方針への
ガイドライン
反映 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ｳ 情報セキュリティ対策に
係る自己点検、内部監査
の実施 

 

内部監査実施
(50所属15シ
ステム) 
中期計画(H24
～26)策定 

内部監査実施
(50所属20シ
ステム) 

  

ｴ セキュリティ対策上の課
題等の解消、全庁セキュ
リティポリシー等への反
映 

内部監査結果
等の検証、反
映 

 
 

  

     

 


